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■改定の背景と目的 

・前都市計画マスタープランの策定後 20 年余が経過し、目標年次を迎えました。 

・この間、経済の低成長や少子高齢化の進展、周辺都市の成長、首都直下地震等の危険性の高

まり、地球環境問題の深刻化など、社会経済情勢も大きく変化し、新型コロナウイルス感染

症の流行は、社会経済や人々の生活・働き方等への意識に影響をもたらしました。このよう

な加速度的に変化する社会経済・市民生活等に対応した都市づくりが求められています。 

・また、前都市計画マスタープランの策定後、多くの関連計画が策定されたほか、上位計画で

ある総合計画も目標年次を迎え、これらの上位・関連計画との整合・連携も必要となってい

ます。 

・以上のことから、都市計画マスタープランの改定を行いました。 

 

■役割 

①都市の将来像を分かりやすく示します。 

②市町村決定の都市計画をはじめとする都市づくりに関する方針や根拠を示します。 

③都市の空間づくりに関して関連分野との整合や連携を図ることで、総合的・一体的な都市づ

くりを進めます。 

④市民や事業者と都市づくりの課題や方針を共有することで、協働のまちづくりを推進します。  

 

■位置付け 
・都市計画法第 18 条の 2 に基づき策定する、松戸市都市計画マスタープランは、「松戸市総合計

画」と千葉県が定める「松戸都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即しつつ、

その他関連する諸計画との整合を図りながら策定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■目標年次 
・令和 4（2022）年度から概ね 20 年後を見据えた計画とします。 

・総合計画の状況および社会経済情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

  

第１章 計画の前提           本編P1～P20 

■改定の背景と目的                        P2 
 

■役割                              P2 
 

■位置づけ                            P3 
 

■目標年次                           P3 
 

松戸市都市計画 
マスタープラン 

 

松戸市総合計画 

（総合戦略と一体） 

関連計画 

・松戸市国土強靭化地域計画 
・松戸市住生活基本計画 
・松戸市空家等対策計画 
・松戸市交通バリアフリー基本構想 
・松戸市景観基本計画 
・松戸市景観計画 
・松戸市みどりの基本計画 
・松戸市環境基本計画 
・松戸市地球温暖化対策実行計画 
・松戸市商工業等振興基本方針 
・松戸市地域防災計画 
・松戸市公共施設等総合管理計画 
・松戸市都市農業振興計画 

等 

松戸市 
立地適正化計画 

 

松戸都市計画 
都市計画区域の

整備、開発及び

保全の方針 

即する 
整合 

連携 

即する 

反映 

都市計画 
まちづくり 

計画 
まちづくり 

活動 

反映 反映 
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■松戸市都市計画マスタープランの構成               P4 
 

 

第２章 都市づくりのビジョン 

・本市の概況や総合計画における将来ビジョンを踏まえ、都市づくりの⽬標や将
来都市構造などについての基本的な考え⽅を⽰します。 

第１章 計画の前提 

・都市計画マスタープランの役割・位置づけを⽰します。 
・本市の特性や取り巻く環境の変化など本市の概況を⽰します。 

第３章 都市づくりの方針 

・都市づくりの⽬標別に現況・課題を整理し、⽅針を⽰します。 
 

都市の魅⼒を感じるまちなかと多様な働く場がある都市 

安⼼して住める住まいと地域がある都市 

誰もが楽しく快適に移動できる都市 

⽔・みどり・歴史に囲まれて⽣活できる都市 

災害から守られた安全な都市 

第４章 地域別の方針 

・地域ごとの現況・課題を整理し、各地域の特⻑を⽣かしながら、分野ごとの⽅
針を⽰します。 

第５章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

・都市計画マスタープランの実現に向けた基本的な取り組みや考え⽅などを⽰
します。 

将来ビジョン 
・将来都市像   ・将来⼈⼝  

将来都市構造 ⼟地利⽤⽅針 都市づくりの⽬標 
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■松戸市の特性と課題 
 
 

（１）利便性の高い住宅都市 

  ・交通利便性が高い住宅都市 

  ・鉄道駅周辺等の機能の集積による生活利便性の高さ 

  ・比較的良好で多様な住宅地 

（２）都市の活力や松戸のイメージ 

  ・駅周辺拠点の魅力や賑わいの低下 

  ・停滞傾向にある産業機能 

（３）生活環境の安全性や快適性 

  ・安全性の低い歩行者空間 

  ・住宅の高経年化や空家の発生 

（４）水・みどり・歴史の多彩な資源 

  ・水・みどりの多彩な資源 

  ・豊かな歴史・文化的資源 

（５）人口・世帯の動向 

  ・転入超過による人口増加傾向 

  ・年齢別転入超過数の推移と単独世帯数の増加 

  ・少子高齢化の進展 

  ・鉄道駅周辺の人口密度が高いコンパクトな市街地形態 

 

 

■松戸市を取り巻く環境の変化 
 

○人口減少・少子高齢社会と都市構造 

○大規模災害や新たな感染症の発生の危険性 

○地球環境問題の深刻化 

○社会インフラの老朽化 

○SDGs の取り組み 

○グリーンインフラの取り組み 

○ICT、AI などの技術革新の進展 

○周辺都市の成長と都市間競争 

○広域的な交通利便性の向上 

○UR 賃貸住宅ストックの活用・再生方針の転換 

○歴史文化を生かした地域のまちづくり 

○低未利用地や公共空間を利活用したまちづくりの進展 

○地域主体のエリアマネジメントの促進 

○ウォーカブルなまちなかの形成 

 

 

 

 

 

 

■松戸市の鉄道 

■土地区画整理事業施行面積の近隣市比較 

出典：R2 千葉県土地区画整理事業地区別一覧表 

■コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方 

出典：国土交通省資料 

出典：国際連合広報センターHP 

■松戸市の特性と課題                       P9 
 

■松戸市を取り巻く環境の変化                   P14 
 

■ＳＤＧｓの目標 
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■これからの都市づくりの考え方 
・松戸の活力を維持し持続可能な都市としていくためには、松戸の魅力を高め、誰もが住みたい・

働きたいと思える都市にすることで、人口規模を維持していく必要があります。 

・また、新型コロナウイルス感染症の流行等を踏まえ、多様な住まい方・働き方・憩い方が選択で

きる都市づくりが求められます。 

・そのためには、松戸の弱みである松戸駅周辺等の機能更新の到来や周辺都市の成長などによる魅

力や賑わいの低下、身近な生活環境の安全性・快適性の低さなどの問題点を解決していくだけで

なく、松戸の強みである生活利便性の高さや多様な住宅のストック、水・みどり・歴史の多彩な

資源などを生かし、これらの質をさらに向上させて、松戸ならではの個性や魅力＝「ブランド」

にまで高めていくことが必要です。 
 

■将来都市像 
都市計画マスタープランの将来都市像は、松戸市総合計画の将来都市像とし、その実現に向け、

都市づくりの観点から取り組むものとします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■将来人口 

松戸市総合計画の将来人口の展望を受けて、都市計画マスタープランでは概ね 20 年後の 2040 年

頃において、人口を 50 万人規模で維持することを目標に、市民が豊かさを感じながら快適に暮らせ

る市街地を形成していきます。 

 

概ね 20 年後において人口 50 万人規模を維持 

多世代がともにいきいきと思い思いに暮らすことができるまち 

やさシティ、まつど。 

〜つよくしなやかに みんなで松⼾の新たな時代を創ろう〜 

松戸市総合計画の将来都市像より 

第２章 都市づくりのビジョン       P21～P40 

■これからの都市づくりの考え方                 P22 
 

■将来都市像                          P23 
 

■将来人口                           P24 
 

都市構造 

交通ネットワーク 

都市機能の充実 

暮らし 

安心 

コミュニティ 

ライフスタイル 

多彩な資源 

河川や公園の整備・育成 

資源の保全・活用 

災害リスク 

安全 

防災・減災 

自助・共助・公助 

活力 

賑わいの創出 

多様な働く場所 

都市づくりの要素 
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■都市づくりの目標 
    

都市づくりの要素を基に５つの目標を設定しました。 

     目標１：安心して住める住まいと地域がある都市 

     目標２：都市の魅力を感じるまちなかと多様な働く場がある都市 

     目標３：水・みどり・歴史に囲まれて生活できる都市 

     目標４：誰もが楽しく快適に移動できる都市 

     目標５：災害から守られた安全な都市 

 

■将来都市構造 
 
・これまでの都市づくりの経緯や成果を踏まえ、各種都市施設や自然環境など、本市の都市空間の

骨格を継承し、拠点や軸を強化する都市機能の更なる充実や快適な環境づくりを進めます。 

・駅を中心としたまちの成り立ちや都市機能の集積状況などから、鉄道駅周辺等を中心に拠点とし

て位置づけ、都市の活力や暮らしやすさ等を高めていきます。 

・鉄道や幹線道路のネットワークの維持・形成により、安全で移動しやすい環境を作り、多様な活

動や交流を支えます。 

・河川や大規模な公園などのグリーンインフラは、都市を印象づける重要な要素として環境の整備・

育成を図ります。 

  ・生活利便性や環境・エネルギー面に配慮して、鉄道駅周辺の高密度な市街地とその周辺の低密度

な市街地からなる現在のコンパクトな市街地形態の維持に努めます。 

 
  

■都市づくりの目標                       P25 
 

■将来都市構造                          P31 
 

◯駅を中心とした拠点の配置 

◯鉄道・幹線道路ネットワークの維持・形成 

◯印象的なみどりの軸や水の交流軸 

ポイント 

■将来都市構造図 
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■土地利用の方針 
 
（１）市街化区域の方針 

・鉄道駅を中心とした良好な市街地環境を維持・形成するため、用途地域など地域地区の指定や地

区計画の活用などにより良好な都市環境の形成を図ります。 

（２）市街化調整区域の方針 

・農地、樹林地、江戸川河川敷等の自然的土地利用は、住民に潤いとやすらぎを与える貴重な空間

であり、すぐれた自然風景を維持し、都市環境にも大きな役割を果たしているため、その保全を

基本としながら、各地区が持つ様々な特性や取り巻く環境の変化による新たな外的要因など、本

市における各地区の状況を考慮したうえで、その地区に応じた土地利用の考え方や方針を別途

「（仮称）市街化調整区域のマスタープラン」策定の中で検討します。 

・災害リスクの高い区域（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等）では市街化の抑制を基本とします。 

・開発（都市的土地利用）を検討する場合は、区域区分を定めた都市計画区域であることを十分認

識し、無秩序な土地利用や開発行為の容認とならないよう、市街化区域への編入を基本とします。 

・市街化区域への編入は、地域の実態や課題を踏まえた本市の政策に寄与する計画的な市街地整備

が具体化した必要最小限の区域について、地域の合意形成や農林漁業との必要な調整を図りつつ

行うこととします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■土地利用の方針                         P34 
 

■土地利用方針図 

※想定される松戸市の政策 

・ 鉄道駅中心の集約型都市構造形成 

・ 広域道路網整備に対応した産業集積促進 等 
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１．安心して住める住まいと地域がある都市 

・住宅市街地のストックの改善と有効活用を基本として、今後の住宅ニーズに合わせた住まいの再

生と供給、住宅地づくりを目指します。 

・既存の住宅地では、特に高齢者や子育て世代が安心して外出でき暮らせる環境づくりと、コミュ

ニティの形成を促す機能や場の充実を図ります。 

・集合住宅団地については今後の住宅地と住民を支える重要なストックと捉え、所有者と連携して

再生を図るほか、大規模な施設の跡地が発生した場合などには、先導的なモデルプロジェクトの

導入などを検討し、新たな転入者層の流入を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 住宅ストックの有効活用と良質な住宅の供給 

② 地域における防犯まちづくりの推進 

③ 良好な住宅地の形成 

④ 外出と交流を促す住宅地づくり 

⑤ UR 賃貸住宅のストック活用と再生 

⑥ 衛生的で快適な暮らしを支える生活環境施設の整備 

⑦ モデル性のある住宅地プロジェクトの検討 

【方 針】 

■良好な戸建て住宅地のイメージ 

■子どもの見守り活動 

■子どもの遊び場のある住宅地 

（金ケ作公園） 

第３章 都市づくりの方針         P41～P68 

１．安心して住める住まいと地域がある都市             P42 
 

■安心して住める住まいと地域がある都市の方針図 
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２．都市の魅力を感じるまちなかと多様な働く場がある都市 
 
・松戸駅周辺において、相模台地区における新拠点ゾーンの整備を契機に、既存の資源やストック

を生かしながら産学官民連携で市街地全体の魅力づくりを進め、松戸のイメージやブランド力を

高めていきます。 

・その他の駅周辺においても、市民の生活利便性の向上と活動や交流の場としての充実のため、都

市基盤の改善や機能の充実、魅力ある空間づくりなどを進めます。 

・日常の暮らしを支える身近な商業機能の維持・充実を図ります。 

・工業団地を中心とした生産・研究開発機能の維持・充実を図ります。 

・広域的な交通ネットワークを生かした新たな産業の立地誘導の可能性を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 駅周辺拠点の再生 

② 生活を支える商業機能の維持・充実 

③ 既存の工業団地等の維持・充実 

④ 広域交通ネットワークを生かした新たな産業立地の検討 

【方 針】 

■松戸駅周辺市街地 

■稔台工業団地 

■身近な商店街（小金原） 

２．都市の魅力を感じるまちなかと多様な働く場がある都市      P48 
 

■都市の魅力を感じるまちなかと多様な働く場がある都市の方針図 



10 

３．水・みどり・歴史に囲まれて生活できる都市 
 
・本市の多彩な水・みどり・歴史の資源の保全・活用により、良好な景観の形成を図りながら、都

市の魅力を高めるとともに、潤いのある暮らしの実現を目指します。 

・みどりの保全・創出や歴史・文化の保全・活用を産学官民連携で取り組み、地域への愛着を育む

とともに、文化的で豊かな暮らしの実現を目指します。 

・水・みどり資源の保全やネットワーク化を図り、防災・減災や温暖化対策の強化とともに、地域

の魅力づくりや活力の向上を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 多様な公園・緑地の整備 

② 樹林地の保全・活用 

③ 優良なみどりの創出・確保・活用 

④ 都市農地の保全 

⑤ 水辺の回廊とみどりのネットワーク形成 

⑥ 歴史・文化を生かした魅力づくり 

【方 針】 

■21 世紀の森と広場における 

「新たな遊び空間」の整備 

■体験農園 

■坂川 

３．水・みどり・歴史に囲まれて生活できる都市           P53 

■水・みどり・歴史に囲まれて生活できる都市の方針図 
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４．誰もが楽しく快適に移動できる都市 
 
・誰もが快適に市内移動ができるよう、公共交通の利便性向上を図ります。 

・北千葉道路等の広域道路ネットワークの整備も見据え、効果的な道路ネットワークを整備します。 

・自転車利用、歩行者空間の充実を図り、日常的に安全で快適に移動できる環境づくりに努めます。 

・駅周辺の交通利用状況や市街地整備の計画等を踏まえて、駐車場の確保に加え、駐輪場の適切な

整備、維持管理を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 公共交通の利便性の向上 

② 駅周辺の交通結節機能の改善 

③ 道路ネットワークの整備 

④ 自転車走行環境の整備 

⑤ 歩行者空間の整備 

⑥ 都市基盤や道路施設の維持管理 

⑦ 新たな移動手段の検討 

【方 針】 

■松戸市コミュニティバス 

（ゆめいろバス） 

■都市計画道路の整備例 

（都市計画道路 3・3・6 号（八ケ崎区間）） 

■無電柱化された松戸駅前 

４．誰もが楽しく快適に移動できる都市               P58 

■誰もが楽しく快適に移動できる都市の方針図 



12 

５．災害から守られた安全な都市 
 
・自然災害の頻発化・激甚化に対応し、被害を少しでも減らすよう、災害リスクを考慮しながら各

地域の状況に応じて、新規立地の抑制や適切な土地利用への誘導等に努めるとともに、防災・減

災のまちづくりを目指します。 

・地震や風水害などの災害や危機に対し、社会基盤の整備や市街地の改善を進め、安全かつ魅力的

なまちづくりを目指します。 

・自助・共助・公助の連携による取り組みを基本に、国・県・関係機関と連携しながら、ハード・

ソフトの両面から防災・減災のまちづくりを目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 震災による被害の軽減 

② 風水害による被害の軽減 

③ 避難場所や防災拠点の充実 

④ ライフラインの強化 

⑤ 防災意識の向上 

【方 針】 

■河川の改修事業（紙敷川） 

■避難所開設のイメージ 

５．災害から守られた安全な都市                  P63 

■災害から守られた安全な都市の方針図 

【施工前】 

【施工後】 
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■地域の設定について 
 

松戸市町会・自治会連合会の地区会の区分である１５の地域設定を基本に、駅を中心としたま

ちづくりを重視する観点から、駅周辺等の１６の拠点をもとに７つの地域を設定しました。 

なお、この７つの地域でそれぞれ取り組みを行うことを一概に示すものではないものの、それ

ぞれの拠点の特長を生かせるような検討を行うものとします。 

  

駅周辺等の拠点 

第４章 地域別の方針           P69～P132 

■地域の設定について                      P70 
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１．本庁・明地域 

～「歴史と伝統を大切に、新しい文化を育むまち」～ 

 

・松戸駅周辺において、新拠点ゾーンの整備を契機に、自然・歴史の資源や既存のストックを生かし

ながら産学官民連携で市街地全体の魅力づくりを進め、松戸のイメージやブランド力を高めていき

ます。 

・日常生活の拠点となる駅周辺市街地において、都市機能の充実や歩行者空間の改善などを図ります。 

・広域交流拠点である松戸駅周辺における、新たな都市型住宅の誘導をはじめ、既存住宅地の防災性

の向上、住環境の改善などにより、利便性の高さと快適な環境を備えた住宅地の形成を図ります。 

・２つの工業団地の生産・研究開発機能の維持・充実を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

・市街地再開発事業、個別の建物更新、空
き店舗の活用等による商業・業務施設や
都市型住宅の誘導 

・新拠点ゾーンの整備 
・新拠点ゾーン～松戸駅～江戸川を結ぶ
シンボル軸の形成 

・景観の改善 
・回遊したくなる魅力的な空間の形成 

・生活サービス機能の充実

や滞留・交流空間の形成 

・歩行者空間の安全性・快

適性の向上 

・既存事業所の生
産性の向上 

・遊休地への成長
産業・先端産業
の立地促進 

・江戸川河
川敷の活
用など 

・堤防の整
備、河道の
掘削 

・江戸川の洪水に備えた台地部への 
避難方法の検討と垂直避難場所の確保 

・震災時の被害が懸念される市街地
の防災性や住環境の改善 

・赤圦樋門の
改 修 と 坂
川の改修 

・河川沿いの
散策路、親
水 広 場 等
の整備、維
持・管理 

・公園が不足している区域
への公園の適正な配置 

・江戸川、坂川等の自然的資源や、
戸定邸、旧水戸街道沿いの歴史的
資源を生かした魅力づくり 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

１．本庁・明地域                          P71 
 

～「歴史と伝統を大切に、新しい文化を育むまち」～ 
 

・地下鉄 11 号

線の延伸 

・栄町第１公園の再整備 

・古ケ崎第２公園 
の再整備 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

その他 

その他 
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２．矢切地域 

～「川と農の景色が広がる情緒あふれるまち」～ 

 

・矢切駅周辺や主要地方道市川松戸線沿道における生活サービス機能の充実を図り、地域の生活利

便性を高めていきます。 

・低地部の農地、河川、斜面林の豊かな自然環境を生かしながら、周辺の歴史・文化的資源を相互

につなぐ快適な回遊空間づくりにより地域の魅力の向上を図ります。 

・基盤未整備市街地の住環境の改善を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

・矢切駅周辺の土地の高度
利用と生活サービス機能
の誘導 

・基盤未整備市街地にお
ける公園などのオープ
ンスペースや生活道路
の整備、危険な道路の交
通安全対策など 

・良好な住環境の
保全・育成 

・都市計画道路の整備によ
る歩道空間の拡幅と沿道
商業地の商業機能の維持・
充実 

・自然的資源や歴史・文化的
資源を相互につなぐ快適
な回遊空間づくり 

・川のレクリエーション交
流拠点の整備・育成 

 

・公園が不足してい
る区域への公園の
適正な配置 

・江戸川の堤防を活
用したサイクリン
グロードの整備 

・江戸川の洪水に備えた台地
部への避難方法の検討と垂
直避難場所の確保 

・柿ノ木台公園の再整備 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

２．矢切地域                            P81 
 

～「川と農の景色が広がる情緒あふれるまち」～ 

・地下鉄 11 号線

の延伸 

※ 市街化調整区域の土地利用については地域特性に応じて別途

（仮称）市街化調整区域のマスタープランの中で検討します 

・斜面林の保全 

都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

その他 

その他 
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３．新松戸・馬橋地域 

～「利便性とゆとりある暮らしが共存するまち」～ 

 

・土地区画整理事業により整備された良好な市街地環境の保全・充実を図ります。 

・新松戸と馬橋の駅周辺市街地において、基盤整備による交通結節機能の強化や都市機能の誘導、

良好な景観づくりなどを進め、拠点としての魅力を高めていきます。 

・河川や歴史的資源の多さを生かして、地域の魅力の向上を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

その他 

※ 市街化調整区域の土地利用については地域特性に応じて別途

（仮称）市街化調整区域のマスタープランの中で検討します 

・駅前広場とアクセス
道路の整備、駅前へ
のバスの乗り入れ 

・けやき通りの流山
市方面への接続 

・土地区画整理事業施行済
み市街地の良好な市街地
環境の保全 

・駅周辺の高度利用、空き店舗等も活用した
新たな都市機能の誘導、快適な歩行者空間
の充実、良好な景観の誘導など 

・土地区画整理事業による
商業施設、住宅等の建設
と駅前広場、アクセス道
路の整備 

・常磐線快速列車停車
の働きかけ 

・都市機能の誘導、駅前
広場の再整備、良好な
景観誘導など 

・高経年マンションの再
生への支援 

・坂川、新坂川、六間川などの河
川沿いにおける散策路や親水
広場を整備・管理 

・江戸川の洪水に備えた台
地部への避難方法の検討
と垂直避難場所の確保 

・旧水戸街道沿いの萬満寺
などの歴史的資源を生か
した魅力づくり 

・新松戸中央公園
の再整備 

・公園が不足している区域
への公園の適正な配置 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

３．新松戸・馬橋地域                        P89 

～「利便性とゆとりある暮らしが共存するまち」～ 

・震災時の被害が懸念される
市街地の防災性や住環境
の改善 

・市街地に残る樹林地の保全 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

その他 
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４．小金・小金原地域 

～「宿場町の風情を残すまち並みとみどり豊かでゆとりのあるまち」～ 

 

・北小金駅周辺において、バス交通の結節機能の改善と本土寺の玄関口にふさわしい魅力づくりや

さらなる高度利用を進めます。 

・都市基盤整備された低層住宅地などの良好な環境を保全するとともに、鉄道駅へのアクセスや日

常の買い物利便性が低い場所での生活利便性を高めます。 

・小金原団地のストックを生かしながら、多様な世代が安心して住み続けられるまちとしての再生

を図ります。 

・地域に点在する多様な歴史的資源や樹林地・街路樹・河川などの水・みどりの資源を生かして、

地域の魅力を高めます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

その他 

※ 市街化調整区域の土地利用については地域特性に応じて別途

（仮称）市街化調整区域のマスタープランの中で検討します 

・坂川、富士川、上富士川などの水辺環境を生かし
た魅力づくり 

・寺社や樹林地、旧小金宿のまち並み
などの歴史的資源や自然的資源を生
かした魅力の向上 

・上富士川の整備 

・街路樹の適切な維持
管理と、みどり豊かで
うるおいのあるまち
並みづくり 

・公園が不足し
ている区域へ
の公園の適正
な配置 

・小金原公園の再整備 

・身近な商業施設と駅周辺等へ
の公共交通の維持・拡充 

・良好な住環境の保全・育成 

・北小金駅北口の交通広場の整備等による
交通結節機能の強化と、本土寺の玄関口
にふさわしい景観の誘導や賑わいづく
り 

・北小金駅南口の再開発等による都市基盤
整備や土地の高度利用の促進 

・小金原団地の多様な世帯が安心して住み続けられ
るまちとしての再生 

・良好な住環境の保全・育成 
・商店街のコミュニティ拠点としての再生 
・身近な商業施設の維持・充実 
・路線バス等の公共交通の維持・拡充 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

４．小金・小金原地域                        P97 
 

～「宿場町の風情を残すまち並みとみどり豊かでゆとりのあるまち」～ 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

その他 
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５．常盤平・五香松飛台地域 

～「並木道やみどりのオープンスペース豊かなゆとりあるまち」～ 

 

  ・常盤平団地や牧の原団地のストックを生かしながら、多様な世帯が安心して住み続けられるまち

としての再生を図ります。 

・駅周辺の交流拠点や生活拠点の機能の維持・充実や魅力づくりを進めます。 

・21 世紀の森と広場や街路樹などの豊かなみどりの資源を活用し保全に努めます。 

・幹線道路の整備を進め、交通ネットワークの強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

その他 

※ 市街化調整区域の土地利用については地域特性に応じて別途

（仮称）市街化調整区域のマスタープランの中で検討します 

・南口の駅前広場の改修 
・周辺の主要な公共施設や福祉施設

等と結ぶ道路のバリアフリー化 
・建物の更新や高度利用による商業、

業務、住宅などの都市機能の誘導や
良好な景観づくり 

・既存の商店街の建物更新と
商業機能の維持・充実 

・既存事業所の生産
性の向上 

・遊休地への成長産
業・先端産業の立地
促進 

・公園整備や敷地内の緑
化、狭あい道路の拡幅
や交通安全対策など
による住環境の改善 

・交差点改良 

・団地全体の再生に併せた
生活サービス機能の充実
や滞留・交流空間の創出 

・小金原地区との連携強化 

・北千葉道路の整備の促進 
・北千葉道路の整備に併せた松戸都市計画
道路 3・4・41 号の整備の検討 

・常盤平団地、牧の原団地の多様
な世帯が安心して住み続けら
れるまちとしての再生 ・新駅設置も含めた新市街

地整備の可能性の検討 

・北千葉道路の整備に併せた新たな産業立
地の可能性の検討 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

・街路樹の適切な維持管理と潤い
のあるまち並みづくり 

・公園が不足している区域
への公園の適正な配置 

・多様な主体の連携による
公園と地域の魅力の向上 

・桜並木の再生 

５．常盤平・五香松飛台地域                    P105 
 

～「並木道やみどりのオープンスペース豊かなゆとりあるまち」～ 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

その他 
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６．六実六高台地域 

～「みどり豊かでのどかな住宅地が広がるまち」～ 

 

・六実駅周辺の市街地について、土地の高度利用や都市基盤整備により、地域の生活拠点の形成を

図ります。 

・土地区画整理事業により整備された良好な市街地環境の保全・充実を図ります。 

・バス交通の維持・拡充や道路整備などにより移動のしやすい環境を目指します。 

・幹線道路の整備を進め、交通ネットワークの強化を図ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※ 市街化調整区域の土地利用については地域特性に応じて別途

（仮称）市街化調整区域のマスタープランの中で検討します 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

・駅前広場等の整備や、土地の
高度利用にあわせた商業施
設や住宅等の整備 

・良好な住環境の保全・育成 
・既存の商業施設の維持 
・既存の交通手段の維持・拡充 

・公園整備や敷地内の緑化、狭
あい道路の拡幅や交通安全
対策などによる住環境の改
善 

・北千葉道路の整備に併せた松
戸都市計画道路 3・1・2 号の
整備の推進 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

・六実中央公園の再整備 

・公園が不足している区域
への公園の適正な配置 

・街路樹の適切な
維持管理 

・桜並木の再生 

６．六実六高台地域                        P115 
 

～「みどり豊かでのどかな住宅地が広がるまち」～ 

都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

その他 

その他 



20 

７．東部地域 

～「利便性と自然の豊かさを兼ね備えた新しいまち」～ 

 

・２つの鉄道が交差するほか、今後整備予定の北千葉道路がもたらす交通利便性の高さを生かして、

拠点の機能の充実などを目指します。 

・特色ある公園や農地などの豊かなみどりの資源と歴史的資源を活用し保全を図ります。 

・幹線道路の整備を進め、交通ネットワークの強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
都市基盤整備等 

道路・交通施設 拠点 

施設等 

⼟地利⽤ 

その他 

※ 市街化調整区域の土地利用については地域特性に応じて別途

（仮称）市街化調整区域のマスタープランの中で検討します 

・公園が不足している区域
への公園の適正な配置 

・東松戸中央公園
の再整備 

・生産緑地制度の活用など
による観光梨園の保全 

・紙敷川の整備 

・東松戸ゆいの花公園の魅力の向上 

・交通利便性の高さを生かした
新たな都市機能の誘導 

・周辺の施設や公園などの資源
を結ぶ快適な回遊空間づくり 

・低未利用地や公
共空間の活用に
よる生活サービ
ス機能の誘導や
賑わいづくり 

・低未利用地や公
共空間の活用に
よる生活サービ
ス機能の誘導や
賑わいづくり 

・公園整備や敷地内の緑化、狭あい
道路の拡幅や交通安全対策など
による住環境の改善 

・松戸都市計画道路
3・3・6 号の整備 

・松戸都市計画道路
3・3・7 号の整備 

・北千葉道路の整備に併せた新
たな産業立地の可能性の検討 

方針図２（水・みどり・歴史、防災） 

方針図１（住宅地、賑わい・産業、道路・交通） 

７．東部地域                           P123 
 

～「利便性と自然の豊かさを兼ね備えた新しいまち」～ 

・北千葉道路の整備の促進 

・自然的資源や歴史的
資源を生かした魅
力の向上 

⽔・みどり・歴史 

防災 

道路・交通施設 

その他 
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■都市づくりの進め方 

〇産・学・官・民の協働による都市づくり 

・産学官民連携による事業推進 

・市民との協働による地区レベルのまちづくりの推進 

〇マネジメントの視点に立った都市づくり 

・既存ストックの有効活用と効率的・効果的な都市空間の整備や管理運営 

・関連分野と連携したハード・ソフトが一体となった総合的な都市づくりによる都市の魅力と価値

の向上 

・広域的な対応が必要な計画や事業に対する、国、県、周辺自治体、関連機関等との調整・連携の

推進 

 

■地区まちづくりの推進 

〇主要課題等に対応した地区まちづくりの推進 

・駅周辺の魅力づくり、郊外住宅地の利便性の向上、木造住宅の密度が高い市街地の防災性の向上、

歩行者の安全性・快適性の向上等の重要課題に対応した地区まちづくりの推進 

・重点的なまちづくりや地元発意によるまちづくりを推進・支援するための仕組みづくりの検討 

 

■都市計画マスタープランの見直し 
・概ね 20 年後を見据えた計画とし、概ね 5 年ごとに計画の進捗状況を確認、評価 

・社会経済状況の変化、計画の進捗状況、総合計画の改定等を踏まえ、都市計画マスタープランの

見直しを柔軟に行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 都市計画マスタープランの実現に向けて P133～P137 

■都市づくりの進め方                     P134 
 

■地区まちづくりの推進                    P136 
 

■都市計画マスタープランの進行管理と見直し          P137 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本計画の公表後に、内容にかかわらない誤字・脱字等の軽微な修正を、ホームページ上のデータの更新に

よって行う場合があります。 

松戸市都市計画マスタープラン【概要版】 

令和４年４月 
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